
令和７年１２月２３日（火）
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於　藤沢市医師会館　　２階　ホール

公益社団法人　藤 沢 市 医 師 会  

第１７２回　臨時代議員会



第１７２回　　臨　時　代　議　員　会　次　第　

１．開　　　会

２．会長挨拶

３．議　　　事

第１号議案 湘南看護専門学校の学生の募集停止および閉校の件

第２号議案 役員報酬規程の改定（案）の件

第３号議案 特定費用準備資金等規程の改定（案）の件

４．そ  の  他

５．閉　　　会



席番 代議員氏名 予備代議員氏名 席番 代議員氏名 予備代議員氏名 席番 代議員氏名 予備代議員氏名

1 運営 栗原雄司 岩部秀夫 21 運営 村川徳彦 永渕成夫 41 総務 鈴木紳祐 鈴木陽一

2 総務 河野香 村井純子 22 運営 北川泉 近藤哲理 42 経理 鈴木誠 武居崇浩

3 運営 齊藤芙美 齊藤信義 23 ◎ 経理 山崎安信 山﨑剛 43 運営 守谷昭彦 高橋大介

4 経理 髙木剛 米田浩基 24 総務 齋藤希人 土屋款 44 運営 太田幸則 板橋健太郎

5 運営 髙岸敏晃 髙岸泰 25 運営 福田直人 越野浩江 45 総務 山方里加 中澤京子

6 運営 中島文香 石塚修悟 26 経理 藤巻淑 竹上由紀子 46 総務 天門淳子 岩本正彦

7 経理 丸田喜美子 小見理恵子 27 総務 丸山哲生 竹田正樹 47 経理 田中雄大 嶋村浩市

8 ○ 総務 吉川沙耶花 金尾浩幸 28 運営 藤田俊造 林田英樹 48 経理 菅千束 鈴木岳彦

9 総務 鈴木健 風間吉彦 29 経理 杉本道代 安井清 49 運営 正木宏 丹下祐一

10 経理 吉澤亮 中村要 30 副議長 運営 髙橋敦 中澤有吾 50 運営 上石貴之 寺岡晃

11 ○ 運営 長谷章 内田弘一 31 総務 数野通丈 下島博之 51 運営 関根久遠 片岡侑史

12 総務 稲山貴子 大島智晃 32 総務 大貫知英 及川直樹 52 経理 小林一郎 鈴木則宏

13 ◎ 総務 仲野明 上野則之 33 経理 小野彰夫 上林洋二 53 総務 宮崎彰吾 川島英恵

14 総務 中村豊 牧野達郎 34 運営 野中信宏 木村哲也 54 経理 石田信也 西谷憲三

15 運営 山添克弥 木村万里子 35 議長 経理 亀津絵里 今村博務 55 運営 八木進也 坂本学映

16 経理 門間美佳 三沢昌史 36 経理 佐藤徹也 佐藤麗子 56 総務 櫻井秀樹 加藤佳央

17 経理 髙山文治 笠原純恵 37 総務 野渡正彦 佐藤友英 57 総務 柳澤昇吾 吉村太一

18 総務 齋藤紀文 栁田優子 38 総務 鈴木久晴 谷口定路 58 経理 酒井政司 藤井佳美

19 経理 大塚正史 奥和子 39 ◎ 運営 味村俊郎 鈴木はるみ 59 運営 草野暢子 持丸綾

20 経理 呉鐡仁 松﨑博行 40 ○ 経理 本郷了 和田悟 60 総務 松尾光祐 牧野洋知

◎＝委員長　○＝副委員長 ※令和7年7月3日現在
運営：20　経理：20　総務：20

代議員および予備代議員一覧

所属委員会 所属委員会 所属委員会
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公益社団法人藤沢市医師会役員等報酬規程（案） 

現行 改定案 

（報酬の支給対象者） 

第２条   定款第 22 条、第 29 条及び第 40 条の規定による会長、副

会長、理事、顧問、代議員会議長及び副議長の報酬は、こ

の規程の定める範囲内において理事会で定める。 

2 監事の報酬はこの規程の定める範囲内において代議員会で定め

る。 

 

（報酬の額） 

第３条  役員等の報酬は、年額とし、以下に定める額とする。 

会長   1,500,000円以内 

副会長   700,000 円以内 

専務理事  600,000 円以内 

理事     400,000円以内 

監事     400,000円以内 

議長     500,000円以内 

副議長   400,000 円以内 

顧問     100,000円以内 

 

 

2 前項の報酬の他に役員等が退任した場合には、別に定める「役員等

（報酬の支給対象者） 

第２条 定款第 22 条、第 29 条及び第 40 条の規定による会長、副会

長、専務理事、理事、顧問、代議員会議長及び、副議長及び

監事の報酬は、この規程の定める範囲内において理事会で定

める支給をおこなう。 

2 監事の報酬はこの規程の定める範囲内において代議員会で定め

る。 

 

（報酬の額） 

第３条 定款第 19 条、第 37 条の規程による役員等の報酬は、年額と

し、以下に定める範囲内の額とする。 

会長   1,500,000円以内 

副会長   700,000 円以内 

専務理事  600,000 円以内 

理事     400,000円以内 

監事     400,000円以内 

議長     500,000円以内 

副議長   400,000 円以内 

顧問     100,000円以内 

2 会長、副会長、専務理事、理事、顧問の報酬は、前項の定める範囲



退任慰労金規程」の定めにより支給する。 

 

内において理事会で定める。 

3 監事、代議員会議長及び副議長の報酬は第 3 条第 1 項の定める範

囲内において代議員会で定める。 

24 前項の報酬の他に役員等が退任した場合には、別に定める「役員

等退任慰労金規程」の定めにより支給する。 

 

平成３０年６月２７日改定 

令和７年３月２８日改定 

令和７年〇月〇日改定 

 



公益社団法人藤沢市医師会 公益充実資金及び特定費用準備資金等取扱規程（案） 

現行 改定案 

特定費用準備資金等取扱規程 

第 1章 総則 

 

(目的) 

第 1条 この規程は、公益社団藤沢市医師会(以下「本会」という。)

が、経理規程第 30条第 2号の種類に従い、特定費用準備資金及び特

定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(定義) 

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各

号に定めるところによる。 

（1）特定費用準備資金 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

(以下「認定法施行規則」という。)第 18条第 1項本文に定める

将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費

又は管理費として計上されることとなるものに限る。)に係る支

出に充てるための資金をいう。 

（2）特定資産取得・改良資金  

認定法施行規則第 22条第 3項第 3号に定める特定の財産の取

得又は改良に充てるために保有する資金をいう。 

（3）特定費用準備資金等 

上記(1)及び(2)を総称する。 

公益充実資金及び特定費用準備資金等取扱規程 

第 1章  総 則 

 

（目的） 

第 1条 この規程は、公益社団法人藤沢市医師会（以下「本会」とい

う。）が、経理規程第 30条第 2号の種類に従い、特定費用準備資金及

び特定の資産の取得又は改良、公益目的事業を充実させるため将来に

おいて必要となる資金に充てるために保有する資金の取扱いに関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各

号に定めるところによる。 

（1）公益充実資金 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認

定法」という。）第 14 条及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律施行規則（以下「認定法施行規則」という。）

第 23条第 1項に定める公益目的事業を充実させるため将来にお

いて必要となる資金に充てるための資金をいう。 

（12）特定費用準備資金 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

(以下「認定法施行規則」という。)第 1831条第 1項本文に定め

る将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（事業

費又は管理費として計上されることとなるものに限る。）に係る

支出に充てるための資金をいう。 



 

 

 

 

 

 

(原則) 

第 3条 この規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)特定資産取得・改良資金   

認定法施行規則第 2236 条第 3 項第 34 号、第 4 項に定める特定

の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう（以

下、「資産取得資金」という）。 

(34)公益充実資金及び特定費用準備資金等   

上記（1)及び(2)を総称する。上記各号を総称する。 

（原則） 

第 3条 この規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行

うものとする。 

 

第 2章  公益充実資金 

 

（公益充実資金の保有）  

第 4条 本会は、公益充実資金を保有することができる。 

 

（公益充実資金の保有に関する理事会承認手続き） 

第 5条 本会は、前条の公益充実資金を保有しようとするとき、会長

は、事業全体又は事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の

名称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠

を理事会に提示し、理事会は、次の要件を満たす場合において、事業

全体又は事業ごとに承認するものとする。 

（1）その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 

（2）積立限度額が合理的に算定されていること。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 特定費用準備資金 

 

(特定費用準備資金の保有) 

第 4条 本会は、特定費用準備資金を保有することができる。 

 

(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き) 

第 5条 本会が前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、

会長は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内

容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会

に提示し、理事会は、次の要件を満たす場合において、事業ごとに承

認するものとする。 

(1) その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 

(2) 積立限度額が合理的に算定されていること。 

 

 

（公益充実資金の管理・取崩し等）  

第 6条 前条の公益充実資金については、計算書類上名称を付した特

定資産として、他の資金（他の公益充実資金も含む。）と明確に区分し

て管理する。  

2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほ

か、取り崩すことができない。  

3 前項の規定にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長

は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を受けな

ければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更に

ついても同様とする。 

 

第 23章  特定費用準備資金 

 

(特定費用準備資金の保有) 

第 47条 本会は、特定費用準備資金を保有することができる。 

 

（特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き） 

第 58 条 本会がは、前条の特定費用準備資金を保有しようとすると

きは、会長は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名

称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠を

理事会に提示し、理事会は、次の要件を満たす場合において、事業ご

とに承認するものとする。 

 (1) その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 

 (2) 積立限度額が合理的に算定されていること。 

 

 

 



(特定費用準備資金の管理・取崩し等) 

第 6条 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名

称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金も含

む。)と明確に区分して管理する。 

2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほ

か、取り崩すことができない。 

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取

崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を受けなければ

ならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更について

も同様とする。 

第 3章 特定資産取得・改良資金 

 

(特定資産取得・改良資金の保有) 

第 7条 本会は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。 

 

(特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き) 

第 8条 本会が前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとすると

きは、会長は、資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名

称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等(以下「資産取得等」と

いう。)の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理

事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごと

に承認するものとする。 

(1)その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込ま

れること。 

 (2)その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算

定されていること。 

（特定費用準備資金の管理・取崩し等） 

第 69 条 前条の特定費用準備資金にはついては、貸借対照表及び財

産目録計算書類上名称を付した特定資産として、他の資金（他の特定

費用準備資金も含む。）と明確に区分して管理する。 

2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほ

か、取り崩すことができない。 

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取崩

しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を受けなければな

らない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても

同様とする。 

 

第 34章  特定資産取得・改良資金 

 

（特定資産取得・改良資金の保有） 

第 710条 本会は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。 

 

（特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き） 

第 811条 本会がは、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようと

するときは、会長は、資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産

の名称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等（以下「資産取得等」

という。）の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理

事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごと

に承認するものとする。 

 (1)その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込

まれること。 

 (2)その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算

定されていること。 



 

(特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等) 

第 9条 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及び

財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産取

得・改良資金を含む。)と明確に区分して管理する。 

2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合

を除くほか、取り崩すことができない。 

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取

崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければな

らない。積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の

変更についても同様とする。 

第 4章 公表及び経理処理 

 

(特定費用準備資金等の公表) 

第 10条 特定費用準備資金の公表等について、資金の取崩しに係る手

続き並びに特定費用準備資金については積立限度額及びその算定根拠

を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額及

びその算定根拠を事務所において書類を備置き、一般の閲覧に供する

ものとする。 

 

 

 

(特定費用準備資金等の経理処理) 

第 11条 特定費用準備資金については、公益認定法施行規則第 18条

第 1項、第 2項、第 4 項、第 5項及び第 6項に基づき、経理処理を

行う。 

 

（特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等） 

第 912条 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及

び財産目録計算書類上名称を付した特定資産として、他の資金（他の

特定資産取得・改良資金を含む。）と明確に区分して管理する。 

2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合

を除くほか、取り崩すことができない。 

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、会長は、取崩

しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければなら

ない。積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変

更についても同様とする。 

 

第 45章  公表情報開示及び経理処理 

 

（特定費準備資金等の公表情報開示） 

第 103条 特定費用準備資金の公表等について、資金の取崩しに係る

手続き並びに特定費用準備資金については積立限度額及びその算定

根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低

額及びその算定根拠を事務所において書類を備置き、一般の閲覧に供

するものとする。公益充実資金及び特定費用準備資金等は、認定法施

行規則第 23 条第 1 項第 2 号、第 46 条第 1 項第 7 号、第 9 号、第 10

号、第 3項の規定に基づき、備置き・閲覧、公表等の情報開示を行う。 

 

（特定費用準備資金等の経理処理） 

第 114条 特定費用準備資金等については、公益認定法施行規則第 18

条第 1項、第 2項、第 4項、第 5項及び第 6項に基づき、経理処理を

行う。 



2 特定資産取得・改良資金については、公益認定法施行規則第 22条

第 3項の準用規定に基づき、経理処理を行う。 

 

 

 

 

第 5章 雑則 

 

(法令等の読替え) 

第 12条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法

令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内

容に対応して適宜読み替えるものとする。 

(改廃) 

第 13条 この規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。 

(細則) 

第 14条 この規程の実施に必要な細則は、理事会の決議を経て、定

めるものとする。 

附則 

この規程は、２０２４年６月２８日から施行する。 

 

 

 

2 特定資産取得・改良資金については、公益認定法施行規則第 22条

第 3項の準用規定に基づき、経理処理を行う。公益充実資金及び特定

費用準備資金等については、認定法施行規則第 16条第 2項、第 17条

第 1号、第 19条、第 30条、第 34条、第 36条第 3項、第 4項等の規

定に基づき、経理処理を行う。 

 

第 56章  雑則 

 

（法令等の読替え） 

第 125条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係

法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の

内容に対応して適宜読み替えるものとする。 

 

（改廃） 

第 136条 この規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。 

 

（細則） 

第 147条 この規程の実施に必要な細則は、理事会の決議を経て、定

めるものとする。 

 

附則 

この規程は、２０２４年６月２８日から施行する。 

２０２５年１２月○○日 改正 
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